
景観ガイドラインの協議対象範囲の概要について（案） 

 

１ 方針 

 鹿児島市景観計画や屋外広告物条例に基づく届出の必要な建築物や

工作物，屋外広告物等は協議対象とする。 

 

２ 対象範囲（景観・デザイン協議会へ協議が必要となる対象） 

（１）建築物 

 ・新・増・改築，移転，修繕，模様替え，色彩の変更は，高さ 12ｍ

を超えるもの 又は，地階を除く階数４以上又は，延べ面積

1,500m2 を超えるもの 

・特定照明の設置や改修(夜間建築物外観の観覧の為に行う照明等) 

※ただし，軽易な行為や安全確保のために必要な行為等は除く 

（市景観法に基づく届出対象外のもの） 

 

（２）工作物 

 ・新・増・改築，移転，修繕，模様替え，色彩の変更は，建築基準

法施行令第 138 条指定の工作物（広告塔，擁壁，エレベータ等）

のうち，高さが 10m を超えるもの 

 ・特定照明の設置や改修(夜間工作物外観の観覧の為に行う照明等) 

※ただし，軽易な行為や安全確保のために必要な行為等は除く 

（市景観法に基づく届出対象外のもの） 

 

（３）屋外広告物 

 ・鹿児島市屋外広告物条例に基づき届出・許可が必要なもの 

（なお，同エリアは第２種禁止地域指定の範囲が多い状況） 

 ※案内板や，イベント時の一時的に設置するものは除く 

 

（４）その他 

 ・特に，景観配慮が求められる場合 

 

 

【注意事項】 

協議対象とならない場合においても，事業者は「景観への配慮事項

適合チェックリスト」の作成を行い，景観配慮に留意する。 
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南北ふ頭,ＷＦＰ,住吉１５

ドルフィンポート跡地

鹿児島市屋外広告物のしおりの抜粋
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（参考）建築基準法施行令第 138 条に規定されている工作物 

 

第九章 工作物（工作物の指定等） 

 

第百三十八条 

煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で法第八十

八条第一項の規定により政令で指定するものは、次に掲げるもの（鉄道及

び軌道の線路敷地内の運転保安に関するものその他他の法令の規定によ

り法及びこれに基づく命令の規定による規制と同等の規制を受けるもの

として国土交通大臣が指定するものを除く。）とする。 

 

一 高さが六メートルを超える煙突（支枠及び支線がある場合において

は、これらを含み、ストーブの煙突を除く。） 

二 高さが十五メートルを超える鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱

その他これらに類するもの（旗ざおを除く。） 

三 高さが四メートルを超える広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他

これらに類するもの 

四 高さが八メートルを超える高架水槽、サイロ、物見塔その他これら

に類するもの 

五 高さが二メートルを超える擁壁 

 

２ 昇降機、ウオーターシユート、飛行塔その他これらに類する工作物で

法第八十八条第一項の規定により政令で指定するものは、次の各号に掲

げるものとする。 

一 乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの（一般交

通の用に供するものを除く。） 

二 ウオーターシユート、コースターその他これらに類する高架の遊戯

施設 

三 メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに

類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの 

 

 

～ 以下省略（当該エリアでは対象外のため） ～ 
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横浜市街並み景観ガイドラインの抜粋
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横浜市公共事業景観ガイドラインの抜粋



（参考：適合性チェックと協議の申出様式） 

 

○ ○ 第 ○ 号 

令和○年○月○日 

（○○課扱い） 

 

鹿児島県土木部港湾空港課長 殿 

 

【 事業者名 】  

 

 

鹿児島港本港区景観ガイドラインへの適合性等について（協議） 

 

 

鹿児島港本港区景観ガイドライン（令和５年１２月策定）への適合性につ

いて，別添１のとおり，提出します。 

 また，ガイドラインの適合性を確認するにあたり，別添２のとおり，相談

事項がありますので，併せて提出します。 

 なお，当該内容については，ガイドラインに基づき，事業者等と港湾管理

者の協議の場を設置したいので，関係委員等の招集等をお願いいたします。 

 

 ○対象事業 

△△建設事業 

※事業の詳細は，別添の図面や仕様書等を添付します。 

  

○別添１ 

景観への配慮事項適合チェックリスト 

根拠資料として，添付資料-１～○を添付します。 

 

 ○別添２ 

  景観ガイドラインに係る相談事項 

  説明用参考資料として，添付資料-１～○を添付します。 

 

 ○担当者（連絡先） 

  ○○会社 □□課 △△ 

  TEL ○○-○○-○○ 

  Mail □□＠○○ 
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協議会への協議対象となった場合の事業者からの申出様式
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